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提案理由 

将来に亘って、議会改革の取組みを進めるため改正しようとする。



高山市議会基本条例の一部を改正する条例 

高山市議会基本条例（平成２２年高山市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

目次 

 前文～第７章 （略） 

 第８章 議会活動の評価制度及び見直し手続

き（第２４条・第２５条） 

 附則 （略） 

目次 

 前文～第７章 （略） 

 第８章 議会改革の推進及び見直し手続き

（第２４条・第２５条） 

 附則 （略） 

  

   第８章 議会活動の評価制度及び見直し

手続き 

   第８章 議会改革の推進及び見直し手続

き 

 （評価制度）  （議会改革の推進） 

第２４条 議会は、議会改革の継続的な取組み

を進めるため、本条例に基づく活動について

は、少なくとも年１回、その評価を行うもの

とする。 

第２４条 議会は、議会改革の継続的な取組み

を進めるため、議会基本条例推進協議会（以

下「推進協議会」という。）を設置し、本条例

に基づく活動について検証及び議論並びに評

価を行うものとする。 

２ 前項の評価に関しては、議会運営委員会を

中心として検討するものとする。 

２ 推進協議会は、前項の評価について、少な

くとも年１回行うものとし、その評価に当

たっては、市民の意見を聴取するものとする。 

３ 議会は、第１項の評価に当たって、市民の

意見を聴取するものとする。 

３ 推進協議会に関し必要な事項は、別に定め

る。 

  

 （見直し手続き）  （見直し手続き） 

第２５条 議会は、前条の評価結果に基づいて、

条例改正等の措置を講じるものとする。 

第２５条 議会は、前条第１項の検証及び議論

並びに評価により本条例に基づく活動の改善

に努め、必要に応じて条例改正等の措置を講

じるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


